
越前市住宅用地等購入資金利子補給金の手続きの流れ

時期 申請者 市

要綱第４条第１項

春～秋 交付認定申請書の提出 受付・審査

２年目以降は申請不要 要綱第２条に基づく審査

（要綱様式１号）

＆添付書類

･約定償還表（５年間の償還予定がわかるもの写し）

・建築確認済書（写し）

・土地売買契約書（写し）

･土地登記簿謄本（保留地の場合不要）

・建物登記簿謄本

要綱第４条第２項

交付認定通知
（要綱様式第２号）

規則第３条・要綱第５条関係

規則第１３条・要綱第７条関係

毎年１月末日迄

毎年申請が必要です 要綱第２条に基づく審査

（要綱様式３号） 要綱第６条に基づく審査

＆添付書類

・融資残高証明書（要綱様式第４号）

・返済額一覧表

・債権者登録申請書

規則第６条・要綱第６条関係

規則第１４条関係・要綱第７条関係

（要綱様式５号）

規則第１６条関係

毎年２月～３月 交付請求書提出 受付
（規則様式第９号）

補給金の受取り 支払
政府契約の支払遅延防止当に関する
法律の規定により３０日以内

交付申請書
（実績報告書）の提出

受付・審査

交付決定通知
（補助金確定通知）

予算の範囲内で
随時受付


